
 

 

地 域 再 生 計 画             

 

 

１．地域再生計画の名称 

「生活の質の向上を目指したまちづくり」計画 

 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

高梁市 

 

３．地域再生計画の区域 

高梁市の全域 

 

４．地域再生計画の目標 

高梁市は、平成１６年１０月に高梁市、成羽町、川上町、備中町、有漢町の１市４町が合併して

誕生し、人口４１，０７７人（平成１２年国勢調査）、面積５４７．０１平方キロメートルで、岡

山県中西部に位置し、県土の７．７％を占めている。県内三大河川の１つ高梁川が中央部を南北に

貫流し、市街地付近で有漢川及び成羽川が合流しており、その周辺に吉備高原が広がっている。 

その高梁川の清流や日本有数の原生林を誇る臥牛山など、豊かで美しい自然に恵まれた環境を保

全し、快適で潤いのあるまちづくりを進めるため、公共用水域の水質汚濁防止対策として汚水処理

施設の整備について、公共下水道基本計画を昭和５２年度に策定した。当初、都市計画区域の３４

８ｈａの処理区域からスタートし、現在は都市計画区域外の住宅密集地域及び今後宅地化が見込ま

れる区域を含めるため、特定環境保全公共下水道事業を合わせて、その処理区域を５８７ｈａとし、

順次、整備を行って来ている。また、下水道計画区域外については、農業集落排水事業と浄化槽設

置整備事業等により対応し進めている。しかし、汚水処理人口普及率では、平成１６年度末現在で

５４．３％にとどまっており、全国平均、県平均と比べて依然低位な状況にある。 

今後、人口の集中化や生活様式の高度化、産業活動の活発化などに伴い、今以上の大量の水を消

費し、自然の浄化作用では間に合わないほど汚濁が進むと予想される。この汚れた水を元のきれい

な水に汚水処理施設が浄化して、河川などに戻す働きをさせる健全な水の循環システムづくりは、

自然と共生する循環型社会の形成への最重要施策として取り組む必要がある。 

そこで、交付金を活用して、汚水処理施設整備を一層促進して、高梁川流域の水環境をよくし、

きれいな水の恵みを安心して享受できる環境を創出する。 

併せて、高梁川流域の市民ボランティア団体の協力のもと、クリーン作戦を実施したり、高梁川

と周辺河川の水質、水生生物等を調査する団体等の支援や水辺の学校等の環境学習のイベントを実

施するなど、住民参加型の高梁川の水環境保全活動を実施し、市民がまちづくりに主体的な力を発

揮することにより、「生活の質の向上を目指したまちづくり」を推進し、誇りと愛情をもって暮ら

すことのできるふるさと高梁の再生を目指す。 

 

（目標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口の普及率を５４％から６４％に向上） 

（目標２）高梁川の水環境の保全（高梁大橋歩道橋付近におけるＢΟＤ濃度を環境基準値 

（Ｂ類型：３ｍｇ／Ｌ）以下で維持） 

 

 

 



５．目標を達成するために必要な事業 

（５－１）全体の概要 

市全域で効率的な汚水処理施設の整備推進を図るため、下水道事業では、現在認可をうけている

津川地区の公共下水道事業の整備を促進するとともに、公共下水道と農業集落排水施設の事業区域

を除く市内全域については、し尿と併せて生活雑排水の処理ができる浄化槽設置整備事業（個人設

置型、市町村設置型（有漢町 平成１７～２０年度））を実施する。 

供用開始区域内の水洗化促進については、広報紙等により周知を図るとともに、融資あっせん制

度の活用促進、戸別訪問等の強化により、汚水処理人口普及率の向上に努める。 

さらに、高梁川のクリーン作戦や環境学習イベント等を実施することにより、住民参加型の高梁

川の水環境保全活動を実施し、高梁川流域の生活と自然環境の質の向上を目指す。 

 

（５－２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

（１） 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続きを完了している。なお、整備箇所 

等については、別添の整備箇所を示した図面による。 

 公共下水道………平成１６年１１月に事業認可 

［事業主体］ 

・いずれも高梁市 

［施設の種類］ 

 ・公共下水道、浄化槽（個人設置型、市町村設置型） 

［事業区域］ 

・公共下水道…………津川町今津地区、津川町八川地区 

・浄化槽（個人設置型）……・公共下水道事業認可区域外、農業集落排水事業認可区域外 

             ・有漢町（平成２１年度のみ）  

・浄化槽（市町村設置型）…有漢町（平成１７～２０年度） 

［事業期間］ 

・公共下水道………………………………平成１８年度～２１年度 

・浄化槽（個人設置型）…………………平成１７年度～２１年度 

・浄化槽（市町村設置型）………………平成１７年度～２０年度 

［事業量］ 

・公共下水道…………………管渠φ１００～２５０ １１，９００ｍ 

・浄化槽（個人設置型）… Ｈ１７ ５人槽２４基 ７人槽 ３５基 １０人槽 １基 

             Ｈ１８ ５人槽 ５基 ７人槽１２３基 １０人槽 ２基 

             Ｈ１９ ５人槽 ５基 ７人槽１２３基 １０人槽 ２基 

             Ｈ２０ ５人槽 ５基 ７人槽１２３基 １０人槽 ２基 

             Ｈ２１ ５人槽１０基 ７人槽１５３基 １０人槽 ７基  

     （Ｈ１７～Ｈ２１合計） ５人槽４９基 ７人槽５５７基 １０人槽１４基 

 

・浄化槽（市町村設置型）…Ｈ１７ ５人槽 ５基 ７人槽 ３０基 １０人槽 ５基 

                Ｈ１８ ５人槽 ５基 ７人槽 ３０基 １０人槽 ５基 

                Ｈ１９ ５人槽 ５基 ７人槽 ３０基 １０人槽 ５基 

                Ｈ２０ ５人槽 ５基 ７人槽 ３０基 １０人槽 ５基 

（Ｈ１７～Ｈ２０合計） ５人槽２０基 ７人槽１２０基 １０人槽２０基 

 

 



 

なお、各施設による新規予定処理人口は、下記のとおり 

・公共下水道…津川町今津地区、津川町八川地区で約６００人 

・浄化槽（個人設置型） 約２，３００人 

・浄化槽（市町村設置型）約 ８００人 

 

［事業費］ 

・公共下水道     事業費  ５９０，０００千円(うち、交付金２９５，０００千円） 

           単独事業費１０４，０００千円 

・浄化槽（個人設置型）事業費  ２３６，８４４千円（うち、交付金 ７８，９４８千円） 

           単独事業費 ９３，５９４千円 

・浄化槽（市町村設置型）事業費 ２１５，７９５千円（うち、交付金 ７１，９３０千円） 

 

            合計   １，０４２，６３９千円（うち、交付金４４５，８７８千円） 

            単独事業費１９７，５９４千円 

 

（５－３）その他の事業 

５－３－１ 基本方針に基づく支援措置 

該当なし 

５－３－２ 独自の取り組み 

（１）水洗化の普及促進 

ＨＰや広報紙等により周知を図るとともに、融資あっせん制度の活用促進、戸別訪

問等の強化により、水洗化率の向上に努める。 

（２）自然環境保全意識の啓発 

高梁川と周辺河川の水質、水生生物等を調査する団体等の支援や、水辺の教室等の

環境学習のイベントを引き続き実施し、自然環境保全意識の啓発に努める。 

（３）クリーン作戦の実施 

高梁川や成羽川流域等において、市内のボランティア団体によりクリーン作戦を実

施する。 

 

 

６．計画期間 

平成１７年度～２１年度 

 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査・評価し、広報紙やホームページ等により

公表する。 

 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

該当なし 


